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目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。
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規 則

高知県工業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

平成30年 3月27日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第27号

高知県工業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

高知県工業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成 2年高知県規則第16号）の

一部を次のように改正する。

別表第 1計測機器の項中

自動スクラッチ試験機

粗脂肪抽出装置

構造解析装置

ＪＩＳ落球衝撃試験機

熱分析装置

歪
ひ ず

み測定装置

歪
ひ ず

み測定装置

生物顕微鏡

多感覚器分析システム

味認識装置

ＣＡＥ

ＣＡＥ（演算処理のみ）

デジタルマイクロスコープ

「

「

「

「

「

「

」

」

」

」

」

、

及び

を　削

を

を

に　改

り、

め、同表分析機器の項中

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1時間につき1,590円

1時間につき6,320円

1時間につき1,730円

1時間につき2,900円

1時間につき1,850円

1時間につき1,020円

1時間につき1,020円

1時間につき700円

4時間につき16,450円

4時間につき25,350円

1時間につき1,240円

24時間につき2,590円

1時間につき2,160円
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」

熱分析装置

バイオクリーンベンチ

冷間等方圧プレス

射出成型機

バイオクリーンベンチ

迅速溶媒抽出装置

射出成型機

ブライン凍結機

スクリュープレス

3Ｄプリンタ

ラボスケール精油抽出装置

ガスクロマ

トグラフ又

は液体クロ

マトグラフ

ガスクロマ

トグラフ又

は液体クロ

簡易なもの

一般的なもの

特殊なもの

簡易なもの

一般的なもの

1試料

1試料

1試料

1試料

1試料

13,480円

27,120円

58,990円

13,480円

27,120円

「

「

「

「

「

「

「

「

」

」

」

」

」

」

」

に、

を

を　削

を

に　改

に　改

め、同表加工機器の項中

り、

を

める。

別表第 2定量分析の項中

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1台

1時間につき3,120円

1時間につき530円

1時間につき950円

1時間につき2,560円

1時間につき530円

2時間につき7,610円

1時間につき2,560円

1時間につき2,220円

1時間につき1,640円

1時間につき3,310円

1時間につき3,120円

マトグラフ

ガスクロマトグラフ質量分

析計によるもの

ガスクロマトグラフ質量分

析計によるもの（ＩＳＯ／

ＩＥＣ17025認定マークを

必要とするもの）

特殊なもの 1試料

1試料

1試料

58,990円

18,580円

18,920円

」

熱分析試験

エネルギー分散型Ｘ線分析

エネルギー分散型Ｘ線分析

デジタルマイクロスコープ

試験

歪
ひ ず

み測定試験

落球衝撃試験

歪
ひ ず

み測定試験

解析試験 ＣＡＥ解析試験

1試料

1試料

1試料

1試料

1試料

1試料

1試料

1件

1項目につき7,110円

8,950円

8,950円

3,270円

1 箇所につき5,460円

（ 1 箇所増すごとに

1,670円を加算する。）

4,970円

1 箇所につき5,460円

（ 1 箇所増すごとに

1,670円を加算する。）

1時間につき4,800円

「

「

「

「

「

「

」

」

」

」

」

」

に改め、同表機械金属材料試験の項中

を削り、

を

に改め、同表窯業材料試験の項中「6,380円」を「5,060円」に、

を

に改め、同表木竹材料試験の項中

を削る。
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附　則

（施行期日）

1　この規則は、平成30年 4月 1日から施行する。

（経過措置）

2　この規則の施行後においてこの規則による改正前の高知県工業技術センターの設置及び管理に

関する条例施行規則の規定により納付すべき使用料及び手数料については、なお従前の例によ

る。

高知県立紙産業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

平成30年 3月27日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第28号

高知県立紙産業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則

高知県立紙産業技術センターの設置及び管理に関する条例施行規則（平成 7 年高知県規則第27

号）の一部を次のように改正する。

別表第 1試験機器の項中「770円」を「620円」に改める。

別表第 2物理化学試験の項中

に改める。

附　則

（施行期日）

1　この規則は、平成30年 4月 1日から施行する。

（経過措置）

2　この規則の施行後においてこの規則による改正前の高知県立紙産業技術センターの設置及び管

理に関する条例施行規則の規定により納付すべき使用料については、なお従前の例による。

水解性評価試験

水解性評価試験

白色度試験

「

「

を

」

」

1試料

1試料

1試料

4,680円

4,680円

2,440円

鏡ダム操作規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成30年 3月27日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第29号

鏡ダム操作規則の一部を改正する規則

鏡ダム操作規則（昭和42年高知県規則第12号）の一部を次のよ

うに改正する。

目次中「洪
こ う

水調節等」を「洪水調節等」に改める。

第 1条中「について」を「に関し」に改める。

第 2条中「洪
こ う

水調節」を「洪水調節」に改める。

第 3条の見出しを「（洪水）」に改め、同条中「洪
こ う

水」を「洪

水」に改める。

第 4条の見出しを「（洪水期間及び非洪水期間）」に改め、同

条中「洪
こ う

水期間及び非洪
こ う

水期間は、次の各号に」を「洪水期間及

び非洪水期間は、次に」に改め、同条第 1 号中「洪
こ う

水期間」を

「洪水期間」に改め、同条第 2号中「非洪
こ う

水期間」を「非洪水期

間」に改める。

第 6 条中「洪
こ う

水調節」を「洪水調節」に、「行なう」を「行

う」に、「洪
こ う

水に」を「洪水に」に改める。

第 7条の見出しを「（洪水時満水位）」に改め、同条中「洪
こ う

水

時満水位」を「洪水時満水位」に改める。

第 8 条中「洪
こ う

水期間」を「洪水期間」に、「次の各号に」を

「次に」に、「第17条」を「、第17条」に、「洪
こ う

水調節」を「洪

水調節」に、「行なう」を「行う」に、「洪
こ う

水に」を「洪水に」

に改める。

第11条の見出し中「洪
こ う

水調節等」を「洪水調節等」に改め、同

条第 1 項中「洪
こ う

水調節」を「洪水調節」に、「、洪
こ う

水期間」を

「、洪水期間」に、「行ない」を「行い」に、「非洪
こ う

水期間」を

「非洪水期間」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第 2項中

「洪
こ う

水」を「洪水」に、「行なう」を「行う」に改める。

第12条中「、洪
こ う

水期間」を「、洪水期間」に、「402万立方メ

ートル」を「402万立方メートルを」に、「非洪
こ う

水期間」を「非

洪水期間」に、「行なう」を「行う」に改める。

第13条中「、洪
こ う

水期間」を「、洪水期間」に、「262万立方メ

ートル」を「262万立方メートルを」に、「非洪
こ う

水期間」を「非

洪水期間」に、「行なう」を「行う」に改める。

第 4章の章名を次のように改める。

第 4章　洪水調節等

第14条第 2号中「その他」を「前号に掲げる場合のほか、」に

改める。

第15条第 1 号中「四国電力株式会社鏡川発電所その他関係機

関」を「四国電力株式会社高知支店その他の関係機関」に、「並

びに情報」を「及び情報」に改め、同条第 4号中「点検整備」を
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「点検及び整備」に改める。

第16条中「洪
こ う

水調節を行なう」を「洪水調節を行う」に、「前

条第 3号により」を「前条第 3号の規定により」に、「こえてい

る」を「超えている」に、「行なわなければ」を「行わなけれ

ば」に改める。

第17条の見出しを「（洪水調節）」に改め、同条中「次の各号

に定めるところにより洪
こ う

水調節」を「次に掲げるところにより、

洪水調節」に改め、同条ただし書中「所長は、」を削り、「必要

と認める場合においては」を「必要があると認める場合は」に改

め、同条第 1 号中「いったん」を「一度」に、「洪
こ う

水調節」を

「洪水調節」に改める。

第18条の見出し中「洪
こ う

水調節」を「洪水調節」に改め、同条中

「洪
こ う

水調節」を「洪水調節」に、「洪
こ う

水に」を「洪水に」に、

「水位が洪
こ う

水期間」を「水位が洪水期間」に、「排洪
こ う

水期間」を

「非洪水期間」に、「常時満水位を」を「第 6条に規定する常時

満水位を」に「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同

条ただし書中「必要と認める場合においては」を「必要があると

認める場合は」に改める。

第19条の見出し中「洪
こ う

水」を「洪水」に改め、同条中「必要と

認める場合においては」を「必要があると認める場合は」に、

「洪
こ う

水」を「洪水」に、「行なう」を「行う」に改める。

第20条の見出し中「洪
こ う

水警戒体制」を「洪水警戒体制」に改

め、同条中「洪
こ う

水警戒体制」を「第14条の規定による洪水警戒体

制」に、「場合においては」を「場合は」に改める。

第21条中「予備放流水位」を「第15条第 3号の規定により定め

た予備放流水位」に、「場合においては」を「場合は」に改め

る。

第22条中「次の各号の」を「次の各号に掲げる」に改め、同条

第 1 号中「非洪
こ う

水期間において」を「非洪水期間において、」

に、「常時満水位をこえること」を「第 6条に規定する常時満水

位を超えるとき」に改め、同条第 2号中「非洪
こ う

水期間」を「非洪

水期間」に改め、同条第 3号中「洪
こ う

水期間において」を「洪水期

間において、」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第 4号

中「行なう」を「行う」に改め、同条第 5 号中「洪
こ う

水調節」を

「洪水調節」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第 6 号中

「洪
こ う

水又は洪
こ う

水」を「洪水調節後又は洪水」に改め、同条第 7号

中「洪
こ う

水」を「洪水」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第

8号から第10号までの規定中「行なう」を「行う」に改める。

第23条中「行なう場合においては」を「行う場合は」に改め

る。

第24条中「行なう場合においては、次の各号に」を「行う場合

におけるダムからの放流量は、次に」に、「以内」を「以内とす

る。」に、「こえない」を「超えない」に改め、同条第 1号及び

第 2 号中「該当する場合においては」を「掲げる場合は」に改

め、同条第 3 号中「該当する場合においては」を「掲げる場合

は」に、「流量」を「放流量」に改める。

第25条第 1項及び第 2項中「場合においては」を「場合は」に

改める。

第26条第 1項中「ダムから放流を行なおうとする場合において

は」を「ダムからの放流を行おうとする場合は」に改め、同条第

2 項中「前項の」を「前項の規定による」に、「場合において

は」を「場合は」に、「洪
こ う

水調節」を「洪水調節」に、「行な

う」を「行う」に、「、四国電力株式会社高知系統制御所長の意

見をきかなければ」を「四国電力株式会社高知支店に連絡しなけ

れば」に改める。

第27条中「流水状況」を「流水の状況」に、「掲げる」を「定

める」に、「別に定める」を「知事が別に定める」に改める。

第28条中「行なう」を「行う」に、「場合においては」を「場

合は」に、「除き」を「除き、」に、「放流が」を「放流を行う

ことが」に改める。

第29条中「洪
こ う

水調節を行なう」を「洪水調節を行う」に、「次

の各号に」を「次に」に、「閉そくして」を「閉塞して」に改

め、同条第 1号及び第 2号中「行なう」を「行う」に改める。

第30条中「次の各号に」を「次に」に、「閉そくして」を「閉

塞して」に改め、同条第 1号及び第 2号中「行なう」を「行う」

に改める。

第31条中「次の各号に」を「次に」に、「除き」を「除き、」

に、「閉そくして」を「閉塞して」に改め、同条第 1 号中「ダ

ム」を「、ダム」に改め、同条第 2 号中「により、」を「によ

り」に、「行なう」を「行う」に改める。

第32条中「行ない」を「行い」に、「行なわなければ」を「行

わなければ」に改める。

第33条中「掲げる」を「定める」に、「同表の」を「それぞれ

同表に定める」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改

める。

第34条の見出し中「操作時の記録」を「操作記録」に改め、同

条第 1 項中「第16条及び」を「第16条若しくは」に、「行なっ

た」を「行った」に、「洪
こ う

水調節」を「洪水調節」に、「並びに

第19条」を「又は第19条」に、「洪
こ う

水に」を「洪水に」に、「次

の各号に」を「次に」に改め、同項第 2号中「事由」を「理由」

に改め、同項第 5 号中「特記すべき」を「特に記載を必要とす

る」に改め、同条第 2項中「第29条、第30条」を「第29条各号、

第30条各号」に改め、「のいずれか」を削り、「において、」を

「において」に、「前項に準じて」を「同項の規定に準じて」に

改める。

第35条中「調査し、又は測定した」を「調査又は測定を行っ

た」に改める。

第36条中「別に定めるところにより」を「知事が別に定めると

ころにより、」に改める。

第37条第 1号中「行なった」を「行った」に改め、同条第 2号

中「ダム管理月報」を「前条のダム管理月報」に改める。

第38条中「について」を「に関し」に改める。

別表第 1の 1及び 2中「四国電力株式会社鏡川発電所」を「四

国電力株式会社高知支店」に改める。

別表第 2 中「堆
た い

砂」を「堆砂」に、「洪
こ う

水調節」を「洪水調

節」に改める。

附　則

この規則は、平成30年 4月 1日から施行する。

訓 令

高知県訓令第 1号

本 庁

高 知 土 木 事 務 所

高知土木事務所鏡ダム管理事務所

鏡ダム操作規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成30年 3月27日

高知県知事　尾﨑　正直

鏡ダム操作規程の一部を改正する訓令

鏡ダム操作規程（昭和42年 3月高知県訓令第 6号）の一部を次

のように改正する。

第 1 条中「鏡ダムの」を「鏡ダム（以下「ダム」という。）

の」に改める。

第 2条中「流入量は」を「流入量（以下「流入量」という。）

は」に、「流量と」を「流量並びに」に改め、同条ただし書中

「流入量」を「、流入量」に改め、「ものとする」を削る。

第 3条の見出しを「（洪水警戒体制等）」に改め、同条第 1項

中「に規定する場合」を「の洪水が予想されるとき」に、「場合

とする」を「ときとする」に改め、同項第 1 号中「鏡ダム」を

「ダム」に改め、同項第 3号中「及び145度」を「から東経145度

まで」に改め、同条第 2項中「所長」を「高知土木事務所鏡ダム

管理事務所長（以下「所長」という。）」に、「、洪
こ う

水警戒体

制」を「洪水警戒体制」に、「呼集」を「招集」に改める。

第 4 条の見出し中「洪
こ う

水」を「洪水」に改め、同条第 1 項中

「洪
こ う

水総量、洪
こ う

水継続時間」を「洪水総量、洪水継続時間」に、

「次の各号に定める」を「次に掲げる」に、「これ」を「これ

ら」に改め、同項第 2 号中洪
こ う

水の継続時間」を「洪水継続時

間」に改め、同条第 2項中「洪
こ う

水調節容量」を「洪水調節容量」

に改める。

第 5条の見出し中「洪
こ う

水」を「洪水」に改め、同条中「規則第

19条」を「所長は、規則第19条」に、「より洪
こ う

水」を「基づき洪

水」に、「行なう」を「行う」に、「例により、」を「規定の例

により」に、「とるものとする」を「とらなければならない」に

改める。

第 6 条の見出し中「洪
こ う

水警戒体制」を「洪水警戒体制」に改
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め、同条第 1項中「洪
こ う

水警戒体制」を「洪水警戒体制」に、「規

定により、」を「規定により」に、「解除するものとする」を

「解除しなければならない」に改め、同条第 2項中「洪
こ う

水警戒体

制」を「洪水警戒体制」に、「ときは、」を「ときは、直ちに」

に、「に掲げる機関に連絡するものとする」を「の関係機関に連

絡しなければならない」に改める。

第 7条の見出し中「場合」を「場合等」に改め、同条第 1項中

「行なう」を「行う」に、「行ない」を「行い」に、「 1日につ

き」を「 1 日について」に改め、同条第 2 項中「に規定する場

合」を「の特にやむを得ない理由」に、「ような場合」を「場

合」に改め、同項第 1号中「行なう」を「行う」に改める。

第 8条中「行なう場合においては」を「行う場合は」に、「次

に掲げる」を「次の表に定める」に改め、同条ただし書中「場合

においては」を「場合は」に改め、同条の表を次のように改め

る。

第 9条の見出し中「行なわなければ」を「行わなければ」に改

め、同条中「所長は、」を「所長は、規則第27条の規定によ

り、」に改め、同条第 2号中「行ない」を「行う場合で」に改め

る。

第10条の見出し中「行なう」を「行う」に改め、同条中「放

流」を「規則第27条の規定による放流」に、「もの（」を「関係

機関（」に、「関係機関等」を「関係機関」に、「行なう」を

「行う」に改める。

第11条中「に規定する」を「の規定による」に、「次の各号

に」を「次に」に、「より行なう」を「より行う」に改め、同条

第 1号中「行なうものとする」を「行う」に改め、同条第 2号中

「ものとする」を削り、同条第 3 号中「行なうものとする」を

「行う」に改める。

第12条を次のように改める。

（サイレンの吹鳴の方法）

第12条　前条第 2号の規定による警報は、 1分間サイレンを吹鳴

させ、その後10秒間の休止をし、更に 1分間サイレンを吹鳴さ

せる方法により行うものとする。

第13条中「行なう」を「行う」に、「行なわなければ」を「発

しなければ」に改める。

第14条の見出し中「ゲート等」を「ゲート」に改め、同条中

「より」を「から」に、「「中央ゲート」」を「、「中央ゲー

ト」及び」に、「という」を「というものとする」に改める。

第15条の見出し中「ゲート等」を「ゲート」に改め、同条第 1

項中「、予備電源によるものとする、」を「予備電源によるもの

とする。」に改め、同条第 2 項中「場合においては」を「場合

は」に、「除き」を「除き、」に改める。

第16条中「第15条第 1項」を「前条第 1項」に、「ゲート」を

「ゲートの」に、「操作する」を「行う」に改める。

第17条中「より行なう」を「よる」に改める。

第18条中「調査測定基準により行なう」を「要領による」に改

める。

第19条中「規則第37条第 3号に規定する」を「所長は、次に掲

げる」に、「次の各号のいずれかに該当するような場合とする」

を「速やかにその状況を知事に報告しなければならない」に改

め、同条第 1号中「洪
こ う

水警戒体制」を「洪水警戒体制」に、「及

び」を「又は」に、「これ」を「洪水警戒体制」に改め、同条第

2号中「行なった」を「行った」に改め、同条第 3号中「洪
こ う

水調

節」を「洪水調節」に、「行なった」を「行った」に、「及び」

を「又は」に、「洪
こ う

水に」を「洪水に」に改め、同条第 4 号中

「及び」を「又は」に改める。

第20条中「及び」を「又は」に、「により、」を「により」

に、「四国電力株式会社高知系統制御所長」を「四国電力株式会

社高知支店」に、「おくものとする」を「おかなければならな

い」に改める。

第21条第 2項中「前項の要領」を「所長は、前項の規定に基づ

きダム操作実施要領」に、「変更した」を「これを変更した」

に、「知事に報告するものとする」を「速やかに知事に報告しな

ければならない」に改める。

附　則

この訓令は、平成30年 4月 1日から施行する。

告 示

高知県告示第296号

救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第 8号）第 1条第

1項の規定により、救急病院として次のとおり認定した。

平成30年 3月27日

高知県知事　尾﨑　正直

医療機関の名称　　所　　在　　地　　認定年月日　認定の有効

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期限

森　澤　病　院　安芸市本町二丁目13　平30・ 3・　平33・ 3・

　　　　　　　　－32　　　　　　　　20　　　　　19

本山町立国保嶺　長岡郡本山町本山　〃　　〃　　〃　　〃

北中央病院　　　620番地　　　　　 　〃　　　　　〃

内田脳神経外科　高知市塚ノ原37番地　〃　　〃　　〃　　〃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　〃

高知県告示第297号

介護機関について、次のとおり生活保護法（昭和25年法律第

144号）第54条の 2 第 1 項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支

援に関する法律（平成 6年法律第30号）第14条第 4項においてそ

の例によるものとされた生活保護法第54条の 2第 1項の指定をし

た。

平成30年 3月27日

高知県知事　尾﨑　正直

放流量を増加しようとすると

きに行っている放流量

毎秒10立方メートル未満

毎秒10立方メートル以上30立

方メートル未満

毎秒30立方メートル以上50立

方メートル未満

毎秒50立方メートル以上100

立方メートル未満

毎秒100立方メートル以上300

立方メートル未満

放流量の増加量

30分ごとに毎秒10立方メート

ル以内

30分ごとに毎秒20立方メート

ル以内

30分ごとに毎秒30立方メート

ル以内

30分ごとに毎秒40立方メート

ル以内

30分ごとに毎秒50立方メート

ル以内

指定年月日
事業者の名称及び主

たる事務所の所在地

事業所の名称及び所在地

並びにサービスの種類

株式会社メディコ

高知市一ツ橋町二丁

目64－ 2

芸西薬局

安芸郡芸西村和食甲1513

－ 1

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指

導

平成29年 9

月 1日

高知県告示第298号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の 2 第 4 項におい

て読み替えて準用する同法第50条の 2及び中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成 6年法律第30号）第14条第 4項

においてその例によるものとされた生活保護法第54条の 2第 4項

において読み替えて準用する同法第50条の 2の規定により、指定

介護機関に係る事業者の名称の変更について次のとおり届出が

あった。

平成30年 3月27日

高知県知事　尾﨑　正直

区分
事業者の

名称

事業者の主た

る事務所の所

事業所の名称

及び所在地

変更年月

日
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生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の 2 第 4 項におい

て読み替えて準用する同法第50条の 2及び中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律（平成 6年法律第30号）第14条第 4項

においてその例によるものとされた生活保護法第54条の 2第 4項

において読み替えて準用する同法第50条の 2の規定により、指定

介護機関の事業の廃止について次のとおり届出があった。

平成30年 3月27日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第300号

国土交通省国土地理院長から平成29年 8 月高知県告示第565号

（基本測量の実施の通知）で告示した基本測量が平成29年12月28

日に終わった旨の通知があったので、測量法（昭和24年法律第

188号）第14条第 3項の規定により告示する。

平成30年 3月27日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第301号

国土交通省国土地理院長から平成29年 8 月高知県告示第566号

（基本測量の実施の通知）で告示した基本測量が平成30年 2月28

日に終わった旨の通知があったので、測量法（昭和24年法律第

188号）第14条第 3項の規定により告示する。

平成30年 3月27日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第302号

安芸市長から平成29年 8 月高知県告示第589号（公共測量の実

施の通知）で告示した公共測量が平成30年 2月28日に終わった旨

の通知があったので、測量法（昭和24年法律第188号）第39条に

おいて準用する同法第14条第 3項の規定により告示する。

平成30年 3月27日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第303号

国土交通省四国地方整備局高知河川国道事務所長から平成29年

11月高知県告示第712号（公共測量の実施の通知）で告示した公

共測量が平成30年 3月 6日に終わった旨の通知があったので、測

量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14

条第 3項の規定により告示する。

平成30年 3月27日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第304号

高知県須崎土木事務所四万十町事務所長から平成30年 1月高知

県告示第18号（公共測量の実施の通知）で告示した公共測量が平

成30年 2月22日に終わった旨の通知があったので、測量法（昭和

24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第 3 項の

規定により告示する。

平成30年 3月27日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県告示第305号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第 2 項の規定により、

道路の供用を次のとおり開始する。

その関係図面は、平成30年 3月27日から 2週間高知県土木部道

路課及び高知県須崎土木事務所において一般の縦覧に供する。

平成30年 3月27日

高知県知事　尾﨑　正直

1　道路の種類　県道

2　路　線　名　須崎仁ノ

3　道路の区域

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

変更前

変更後

医療法人

仁心会

医療法人

仁新会

合資会社

すみれ薬

局

株式会社

すみれ

合資会社

すみれ薬

局

株式会社

すみれ

合資会社

すみれ薬

局

株式会社

すみれ

合資会社

すみれ薬

局

株式会社

すみれ

合資会社

すみれ薬

局

株式会社

すみれ

在地

吾川郡いの町

波川77

四万十市中村

東町 1－79

〃

〃

〃

〃

石川記念病院

デイサービス

センターあが

わ

吾川郡いの町

波川77

すみれ薬局宿

毛店

宿毛市駅前町

2－704

すみれ薬局け

んみん前店

宿毛市平田町

戸内2085－ 4

すみれ薬局

四万十市中村

東町 1－79

とんぼ薬局

四万十市大橋

通五丁目51－

2

いちご薬局

四万十市小姓

町76

平成29年

2月15日

平成29年

8月 1日

〃

〃

〃

〃

高知県告示第299号

廃止年月日
事業者の名称及び主

たる事務所の所在地

事業所の名称及び所在地

並びにサービスの種類

株式会社メディコ

高知市一ツ橋町二丁

目64－ 2

芸西薬局

安芸郡芸西村和食甲1372

－ 1

居宅療養管理指導

介護予防居宅療養管理指

導

平成24年11

月30日

供 用 開 始 区 間
延　　　　長

（メートル）
供用開始年月日

79
平成30年 3月27

日

須崎市浦ノ内西分字金光寺

673番 2から

須崎市浦ノ内西分字金光寺

3203番 1まで

海 区 漁 業 調 整

委 員 会 指 示

高知海区漁業調整委員会指示第82号

浦ノ内湾におけるあさりの採捕について、漁業法（昭和24年法

律第267号）第67条第 1 項の規定に基づき、平成30年 3 月19日に

次のとおり指示した。

平成30年 3月27日

高知海区漁業調整委員会会長　木下　清

（採捕の制限）

1　浦ノ内湾において、 2に定める区域内では、あさりを採捕し

てはならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この

限りでない。
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( 1 )　国の機関又は地方公共団体（大学等の試験研究機関を含

む。以下同じ。）が、あさりに係る調査又は試験研究を目的

として採捕する場合（当該国の機関又は地方公共団体から委

託、補助その他関与を受けて採捕する場合を含む。）

( 2 )　高知海区漁業調整委員会（以下「委員会」という。）が

特に認めた者であって委員会の承認を受けたものが採捕する

場合

（制限区域）

2　あさりの採捕に係る制限区域は、次に掲げるとおりとする。

( 1 )　Ａ区域（天皇洲の区域）

次の点アから点オまでの各点を順次に直線で結んだ線及び

点オと点アとを直線で結んだ線により囲まれた区域

点ア　北緯33度26分15.6秒・東経133度25分26.7秒

点イ　北緯33度26分10.0秒・東経133度25分22.8秒

点ウ　北緯33度26分2.2秒・東経133度25分38.9秒

点エ　北緯33度26分6.5秒・東経133度25分51.9秒

点オ　北緯33度26分13.0秒・東経133度25分47.2秒

( 2 )　Ｂ区域（宇佐大橋の南西側の区域）

次の点アから点オまでの各点を順次に直線で結んだ線及び

点オと点アとを直線で結んだ線により囲まれた区域

点ア　北緯33度26分18.1秒・東経133度26分16.0秒

点イ　北緯33度26分14.2秒・東経133度26分19.0秒

点ウ　北緯33度26分7.9秒・東経133度26分17.2秒

点エ　北緯33度26分6.2秒・東経133度26分10.3秒

点オ　北緯33度26分13.1秒・東経133度26分8.9秒

（殻長の制限）

3　 1の( 2 )の承認を受けた者にあっては、殻長 3センチメート

ル未満のあさりを採捕してはならない。

（標識の携帯）

4　 1の( 2 )の承認を受けた者にあっては、あさりを採捕しよう

とするときは、事前に委員会に届け出た標識を自ら携帯しなけ

ればならない。

（報告書の提出）

5　 1の( 2 )の承認を受けた者にあっては、四半期ごとに、あさ

りの採捕に係る報告書を委員会に提出しなければならない。

（承認の取消し）

6　委員会は、この指示又は高知県漁業調整規則に違反してあさ

りを採捕したときその他漁業調整上必要があると認めるとき

は、 1の( 2 )の承認を取り消すことができる。

（事務取扱要領）

7　この指示に定めるもののほか、 1の( 2 )の採捕の承認に関す

る事務取扱については、浦ノ内湾の周辺海域におけるあさりの

採捕の承認に関する事務取扱要領によるものとする。

（指示の有効期間）

8　この指示の有効期間は、平成30年 4月 1日から平成31年 3月

31日までとする。

高知海区漁業調整委員会指示第83号

高知海区内におけるにほんうなぎの採捕について、漁業法（昭

和24年法律第267号）第67条第 1 項の規定に基づき、平成30年 3

月19日に次のとおり指示した。

平成30年 3月27日

高知海区漁業調整委員会会長　木下　清

（採捕の制限）

1　高知海区内（公共用水面及びこれらと連接して一体を成す水

面）において、10月 1日から翌年の 3月31日までの間、全長21

センチメートルを超えるにほんうなぎを採捕してはならない。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

( 1 )　高知県漁業調整規則（昭和48年高知県規則第14号）第48

条第 1項の知事の許可を受けた者が、当該許可の範囲内で採

捕する場合

( 2 )　国の機関又は地方公共団体（大学等の試験研究機関を含

む。以下同じ。）が、にほんうなぎに係る調査又は試験研究

を目的として採捕する場合（当該国の機関又は地方公共団体

から委託、補助その他関与を受けて採捕する場合を含む。）

（指示の有効期間）

2　この指示の有効期間は、平成30年 4月 1日から平成33年 3月

31日までとする。
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